
   鎌倉市請負工事成績評定要領  

  

 (趣旨 ) 

第１条  この要領は、本市が発注する請負工事 (以下｢工事｣という。 )の適正か

つ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するため、工事

の成績評定 (以下｢評定｣という。 )に関し必要な事項を定めるものとする。  

 (対象工事 ) 

第２条  評定の対象となる工事は、設計金額が１３０万円以上の工事とする。  

 (評定の項目 ) 

第３条  評定は、工事の施工体制、施工状況、出来形及び出来ばえ、技術力、

創意工夫、社会性等並びに法令遵守等の項目について行うものとする。  

(評定者 ) 

第４条  評定を行う者 (以下｢評定者｣という。 )は、鎌倉市工事監督要領第２条

第３項に規定する主任監督員及び同条第４項に規定する監督員並びに鎌倉市

工事検査規程 (昭和５１年８月庁達第３号 )第５条第１項及び同２項に規定す

る検査員とする。  

(検査 ) 

第５条 評定の検査は、しゅん功検査及び一部完成検査（引渡しを受けるもの

に限る。）とする。  

  (評定の方法 ) 

第６条 評定は、工事ごとに評定者が、独立して的確かつ公正に行うものとす

る。  

２  工事の成績の採点は、工事成績採点表 (第１号様式 )及び細目別評定点採点

表 (第２号様式 )に評定点及び所見を記載することにより行う。  

３  評定の結果は、工事 (しゅん功・一部完成 )検査成績書に評定点を記載する

ことにより行う。  

 (評定結果の通知 ) 

第７条 市長は、評定の結果が判明したときは、速やかに工事成績評定通知書

(第３号様式 )により評定点を当該工事の請負者に通知するとともに、これを

公表するものとする。  

２ 前項の公表期間は、検査を実施した年度とその翌年度の末日までとする。  

 (評定の説明請求等 ) 

第８条 前条の規定による通知を受けた者は、評定の結果に疑義があるときは、

当該通知のあった日から起算して１４日以内に工事評定疑義申出書 (第４号

様式 )を契約検査課長を経由して市長に提出し、その説明を求めることができ

る。  

２ 市長は、前項の規定により評定の結果について説明を求められたときは、



次条に規定する鎌倉市請負工事成績評定評価委員会 (以下｢評価委員会｣とい

う。 )に調査させ、その調査結果を踏まえ、工事成績評定に係る説明書 (第５

号様式 )により回答するものとする。  

(請負工事成績評定評価委員会 ) 

第９条 前条の規定により評定の結果について市長から調査を求められた場合

にその内容を調査検討し、市長に報告するため、契約検査課に評価委員会を

置く。  

２ 評価委員会は、次の職員をもって構成する。  

(１ ) 契約検査課長及び契約検査課課長代理  

(２ ) 担当の工事担当課長  

(３ ) 担当の工事担当係長等  

(４ ) 担当の監督員  

(５ ) 担当の検査員  

３ 評価委員会の委員長は契約検査課長、副委員長は契約検査課課長代理及び

担当の工事担当課長をもって充てる。  

４ 委員長は、評価委員会を招集して、会務を総理する。  

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定

められた順序によりその職務を代理する。  

   付 則  

 (施行期日 ) 

１ この要領は、平成１４年４月１日から施行する。  

 (経過措置 ) 

２ この要領は、この要領の施行の日以後に契約を締結した工事から適用し、

同日前に契約を締結した工事については、従前の例による。  

   付 則  

 （施行期日）  

１ この要領は、平成１５年４月１日から施行する。  

 (経過措置 ) 

２ 改正後の第５条の規定は、この要領の施行の日以後に契約を締結する工事

から適用し、同日前に契約を締結した工事については、従前の例による。  

   付 則  

 （施行期日）  

１ この要領は、平成１５年５月１９日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の第７条の規定は、平成１５年４月１日以後に契約を締結する工事

から適用する。  

   付 則  



 （施行期日）  

１ この要領は、平成１６年７月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の要領は、平成１６年４月１日以後に契約を締結した工事  

 から適用し、同日前に契約を締結した工事については、従前の例に  

 よる。  

   付 則  

 （施行期日）  

１ この要領は、平成１７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の要領は、平成１７年４月１日以後に契約を締結した工事  

 から適用し、同日前に契約を締結した工事については、従前の例に  

 よる。  


